
地図作成についてのお知らせ
（広島市中区江波南一丁目ほか地区）

広島法務局

広島法務局では、令和５年度・６年度の事業として、広島市中区江波南一

丁目ほか地区（江波南一丁目、江波南二丁目、江波南三丁目及び江波二本松

二丁目の一部）におきまして、次のとおり、不動産登記法第１４条第１項に

定める地図を作成する事業を行っています。

◇作業期間等

作 業 期 間 令和５年９月から令和７年３月まで

計 画 機 関 広島法務局

作業実施機関 公益社団法人広島県公共嘱託登記土地家屋調査士協会

◇地図作成の目的

不動産登記法は、皆様の大切な財産である不動産について、その物理的状況

（土地であれば、地番、地目、地積等）や所有権などの権利関係を登記簿に登

記事項を記録（以下「登記記録」という。）し、これを公示することによって、

財産の保全と取引の安全を図ることを目的としています。

ただし、登記記録だけでは、登記されている土地の位置を明らかにすること

はできないため、不動産登記法第１４条第１項の規定に基づき、登記所に精度

の高い地図を備えることとしています。

しかしながら、今回の地図作成地区の登記所備付地図は、地図に準ずる図面

と呼ばれる精度の低い地図であり、土地の位置や形状を現地に復元できるほど

の精度がなく、また、この一部には、現地と一致しないものがあります。

そこで、今回実施する地図作成事業により、精度の高い地図を備え付け、財

産の保全と取引の安全を図るものです。

◇地図作成の効果

１ 土地の位置、区画を地図によって特定することができるため、境界に関す

る紛争を未然に防ぐことができます。

２ 土地取引の円滑化と新たな測量等のコスト縮減が図られます。

３ 道路拡張工事、下水道工事等の公共事業が円滑に行われるようになりま

す。

４ 土砂崩れ、水害等の災害があっても、地図に基づいて現地を復元できるた

め、復旧工事が円滑に進められます。

５ 正確な地目や地積の把握により、租税等の負担の公平化を図ることができ

ます。



◇お問い合わせ・連絡先

広島法務局地図作成事業現地事務所

〒 ７３０－０８４７

広島市中区舟入南五丁目６番１７号 舟入住宅５号棟１０１号室

電話番号 （０８２）２９６-５１５７（ＦＡＸ兼用）

開設時間 平日 午前９時００分から午後４時００分

（令和６年１２月２０日まで開設します。）

担 当 奥田（おくだ)

地図作成事業区域


